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定期監査等結果に対する措置の状況について 
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                          【担当 監査委員事務局】 



 

平成２６年度第３回 定期監査等の結果に対する措置の状況 

 
◆教育委員会事務局 生涯学習部（生涯学習課、スポーツ振興課） 

 

【生涯学習課】 

監査委員 指摘事項 

（１）文化ホール自主事業委託について 

①委託契約について  

文化ホールで催される市の自主事業は、毎年度、文化協会に委託して実施され 

ているが、平成２５年度以降は事業の活性化をめざして、支出総額からチケット 

売上額を差し引いた財源不足額を支出する方法へと契約の仕方が変更されている。

この結果、市民は予算書や決算書では全体事業費のうちの一部の支出額しか見 

えず、また収入は計上されなくなっている。 

地方自治法第２１０条は「一会計年度における一切の収入及び支出は、すべて 

これを歳入歳出予算に編入しなければならない」と規定し、総計予算主義につい 

て定めている。これは市民や議会に対して、予算書や決算書を通して事業の実施 

に必要な収入と支出の総額を明らかにするとともに、併せて予算執行についての 

市の責任の明確化を求める規定である。 

市が平成２５年度から変更した契約方法は総計予算主義に反する疑いがあり、 

さらなる改善を検討して頂きたい。 

 
 生涯学習課 措置状況 

以前、文化協会がチケット代を収納していることが不適当であるとの指摘に応じ

て、平成２５年度から事業の採算性と活性化の両立をめざし、支出総額からチケッ

ト売上額を差し引いた額を委託料として支払い、事業費確定後精算する方法に変更

しましたが、この形は地方自治法の総計予算主義に反する疑いがあるとの指摘があ

ったことから、次回公演から事業実施に当たり補助金を交付する方法に変更しまし

た。  

 



 

【生涯学習課】 

監査委員 指摘事項 

② インセンティブ支出について 

  平成２５年度の第４回自主事業公演として「映画音楽とオペラアリアへの誘い」 

が催されている。当該公演については、チケット売上額が支出額の８０％を超え 

るものとして、市は契約書のインセンティブ条項に基づき、売上超過相当額を文 

化協会に収得させている。 

  しかしながら、当該公演は「宝くじ文化公演」として、 (財)自治総合センター 

にチケット売上額の５０％を配分するだけで、公演料は無料という好条件で市に 

提供されたものである。 

このためインセンティブを認定する基礎となる支出額には、通常最も大きな額 

を占める公演料が含まれておらず、このような特殊なケースについて通常と同じ 

ような方法でインセンティブを認定することは、合理的な結果とならない。 

 今後のインセンティブの認定にあたっては、より実質的な判断を行うよう留意 

されたい。  

 

生涯学習課 措置状況 

市民文化自主事業は、市民で構成する自主事業実行委員会が、市と連携した上で

事業内容を決定しており、経費を節減しながら良質な舞台芸術を提供する手段を工

夫することも、この委員会の役割のひとつです。宝くじ文化講演を活用したケース

も、正当な工夫の成果と判断していますが、このような特殊なケースしか本制度が

適用されないことは、通常ではインセンティブが働かないという結果に繋がりかね

ないため、本制度が効果的に働くような基準の設定を検討してまいります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【生涯学習課】・【スポーツ振興課】 

監査委員 指摘事項 

（２）文化振興事務事業委託、スポーツ振興事業委託について 

  平成２６年度において、市は文化振興事務事業を７,４６５,００９円で文化協 

会に委託し、またスポーツ振興事業を３,８０９,４３９円で体育協会に委託して 

いる。 

  内容を確認したところ、文化振興事務事業委託料のうち６,４６５,００９円は 

局長およびその他の職員１人分の人件費であり、またスポーツ振興事業委託料に 

あっても３,４４９,４３９円が局長人件費であった。 

  市は本委託業務の外に幾つかの業務を別途委託していることから、委託業務の 

ボリュームに応じた人件費を負担することは必要であると考えるが、人件費を全 

額負担することについては妥当性を欠く結果となっている。 

より適切な委託事業となるよう、見直しをして頂きたい。 

生涯学習課・スポーツ振興課 措置状況  

  大東市文化協会は市内２１の文化関係の連盟、大東市体育協会は、市内１８のス

ポーツ関係の連盟を束ねる組織であり、それぞれの連盟の傘下には複数の活動団体

が所属している本市でも有力な社会教育団体です。 
これら協会に所属している団体は、本来、自らの意思で自由な活動を行い、その

活動は行政から活動に制限を受けるものではありませんが、バラバラに活動して

は、個別の相談等の支援業務などや多くの文化団体が共同で行うイベントが円滑に

行えず、市全体の文化活動やスポーツ活動の底上げや発展はむずかしいといえま

す。また、窓口が統一されなければ、文化やスポーツ分野が抱えている課題解決に

対し、一定の方向にベクトルを合わせるという調整や市との連携が難しくなると考

えられます。 
このような状況を踏まえて数十年前に発足した両協会において、徐々に事務局職

員分の補助額を減じていますが、現在もなお、その運営基盤はぜい弱で市の支援が

なければ運営できない状態です。文化団体やスポーツ団体の窓口を担うなど両協会

の果たしている役割は、市の果たすべき役割を肩代わりしているともいえ、その事

務量を考慮すると、両協会に対する委託は適当であると考えています。 
しかしながら、自律的な運営を行うことが望ましいため、将来的にどのような体

制が望ましいかを検討し、その方向性に向かって改善を図ってまいりたいと考えて

います。 
 



 

【生涯学習課】・【スポーツ振興課】 

監査委員 指摘事項 

（３）収納現金の取り扱いについて 

歴史とスポーツふれあいセンターでは生涯学習課が所管する刊行物を、また総 

合文化センターではスポーツ振興課が所管する「なみはやプール入場引換券」を 

それぞれ販売しており、指定管理者に公金収納事務を委託しているところである。 

指定管理者との協定では、収納現金については「即日またはその翌日までに指 

定金融機関等に払い込まなければならない。」と定められているが、総合文化セ 

ンターにおいては市への払い込みに数日の遅れがみられ、また歴史とスポーツふ 

れあいセンターにおいては１ケ月分がまとめて払い込まれるなど大幅な遅れがみ 

られた。 

これは指定管理者との協議時点で厳しい人員体制を考慮して、相当の期間分の 

現金をまとめて入金することを承認していたものであるが、協定書作成時に「即 

日またはその翌日までに」と誤植してしまったとのことであった。 

しかしながら、会計管理者が庁内に通知している「収納事務委託マニュアル」  
では、「即日または翌日までに」を基本とするように指導が行われており、また 
当職としても公金が長期にわたって市の外部に滞留することは避けるべきである 
と考えている。 
いずれにしても現状は、公金収納について協定違反の状態となっており、「相 

当の期間分をまとめて入金する」という考え方についても全庁統一的な判断を行 
われた上で、早急な是正を行われたい。 

生涯学習課・スポーツ振興課 措置状況  

  会計規則第２６条第４項の規定には「特に納入期限を定める場合は、その期限内

に払いこまなければならない」と定められており、徴収現金の取り扱いが指定管理

者である場合、または出先施設であって、徴収の頻度や地理的な状況から即日また

は翌日に払い込むことが非効率である場合は、会計室との調整の上、委託契約書（指

定管理にあっては協定書）を改正し、毎週金曜日（その日が休館日または銀行法に

規定する銀行の休日のときはその前日）に金融機関への払い込むように変更を行い

ました。 
これにより、総合文化センター、歴史とスポーツふれあいセンターの協定書、ま

なび泉の契約を変更しました。また、１か月分がまとめて払い込まれていた歴史と

スポーツふれあいセンターには協定書を順守するよう、徴収額の多い総合文化セン

ターには極力即日または翌日に支払を行うよう指導を行い、これを順守して頂いて

います。 



 

【生涯学習課】・【スポーツ振興課】 

監査委員 指摘事項 

（４）行政財産目的外使用料の納期限について 

総合文化センター、生涯学習センター、来ぶらり南郷、歴史とスポーツふれあ 

いセンター等の生涯学習施設や、市民体育館、テニスコート、龍間運動広場等の 

体育施設では、自動販売機や電柱の設置、レストランの使用等に係る行政財産の 

目的外使用許可が行われている。これらに係る使用許可はいずれも４月１日付け 

であるが、使用料の請求は、年度一括分については５月３０日或いは５月３１日に、

毎月分については概ね翌月末に設定して行われている。 

行政財産使用料条例は、「使用料は、使用開始の月前に全部を納付しなければ 

ならない。ただし、特別の理由があるときは、使用開始の月以後にその全部また 

は一部を納付することができる。」と規定し、月前全部納付の原則を基本として 

いる。 

年度初めについては特別の事情があるとしても４月中には収納を完了させると 

ともに、毎月分についても５月以降は月前収納が基本となるよう、条例趣旨の徹 

底を行われたい。 

 

生涯学習課・スポーツ振興課 措置状況  

  自動販売機や電柱等の目的外使用料は、今年度から１年間の分を４月中に行って

います。これにより、４月分は４月中に納入となりますが、５月分以降は月前に収

納することができています。なお、総合文化センターのレストラン部分は、平成

２６年度末で事業者が撤退し、今年度、目的外使用料は発生しておりません。現在

は、活用方法を検討しているところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【スポーツ振興課】 

監査委員 指摘事項 

（５）北河内地区総合体育大会負担金について  

市は平成２６年度において、第６４回北河内地区総合体育大会に４５,０００ 

 円の負担金を支出している。平成２６年度の大会予算書を確認したところ、平成 

２５年度の第６３回大会から１６３,７１９円が繰り越されていた。 

「北河内地区総合体育大会」は、北河内７市のスポーツ担当課が持ち回りで実 

施するスポーツ大会の名称であり、またこの大会の経理を行う事実上の会計名称 

でもある。 

しかしながら、本件については繰越金処理を行うことができる団体としての予 

算の議決や監査の実施、決算の認定等の体制が未整備であり、このまま各市が支 

出した負担金について精算を行わず繰越処理を続けていくことは、公金管理の責 

任が不明確な状態となる。 

今後は整備された規約を持った団体として組織化を行うか、或いは大会ごとに 

予算の残金を精算して各市に返還するか等、適切な処理となるよう、関係市に改 

善を働きかけられたい。 

 

スポーツ振興課 措置状況 

  北河内地区総合体育大会を実施している北河内体育振興会は、北河内７市の体育

連盟（大東市は大東市体育協会）で組織する団体です。 
  北河内総合体育大会の担当は、各市体育連盟持ち回りの輪番で、担当市の市職員

が事務局となり、会計事務を担当し、代表者会議の中で予算の議決や決算認定を行

っているところです。規約については、再度、内容を確認し、不備な点があれば振

興会に改善を働きかけています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【生涯学習課】 

監査委員 指摘事項 

（６）協議会及び補助金団体の繰越金について  

 ①協議会の繰越金について 

市は大阪府社会教育振興協議会に対して５,０００円、北河内地区青少年指導 

関係者協議会に対して１５,０００円の負担金をそれぞれ支出している。 

平成２５年度の団体の決算書を見せて頂いたところ、大阪府社会教育振興協議 

会では３４万８千円、北河内地区青少年指導関係者協議会では２１万８千円の繰 

越金が確認できた。これは両協議会の約２年度分の負担金収入に相当する額であ 

り、団体内部に財源が留保され、これを放置したまま市が新たな負担金を支出し 

続けることは、公金支出の必要性に大きな疑義が生じるものと考える。 

各協議会に対して、負担金徴収の暫定的な停止や減額などの繰越金対策を実施 

するよう、申し入れを行われたい。 

 

生涯学習課 措置状況 

  繰越金については、講演会開催市における会場使用料等の有無に対応するために

積立を行っていたものですが、近年の支出見直しや、事業の縮小により増加傾向に

あったようです。先般開催された北河内地区青少年指導関係者連絡協議会委員会

（以下「北青指」という。）の場において、事業費が余るようならば負担金の減額

等を検討するよう団体に対し申し入れを行いました。 
繰越金は従来からの懸案事項であったこともあり、本件についてはあらためて団

体の意義と目的を再確認する機会と捉えられており、また平成２７、２８年度は北

青指の周年にあたることから、周年事業と合わせた北青指として北河内地区の青少

年の健全育成につながる啓発事業等を行っていくことが決定されています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

【生涯学習課】 

監査委員 指摘事項 

②補助金団体の決算処理について 

市は、大東市子ども会育成連絡協議会に対して、毎年度１５万円の運営補助金 

を支出している。 

平成２５年度の団体の決算書を見せて頂いたところ、収入の「活動準備金」 

 という費目で４４万７千円、支出の「次年度活動準備金」という費目でも４５万 

１千円が計上されていた。これらは実質的には繰越金であり、内容については 

「今後のテント等の大型備品の購入に備えたもの」との説明があって理解したと 

ころである。 

市民にとってより分かり易い決算書の作成を支援されるとともに、繰越金につ 

いても使用目的を明確にした基金として整理されるなど、より適切な会計処理と 

なるよう、団体への指導援助に努めて頂きたい。 

 

生涯学習課 措置状況 

  大東市こども会育成連絡会の運営については、市の補助金に依存していますが、

補助金の交付は事務手続上５月頃となります。一方、当該連絡会の運営については、

年度当初から新任に対する事業を行っていることや、万が一の時の備えとしての予

備費で、いくらかの繰越金を保有していないと円滑な運営ができません。 
  このようなことから、今後は繰越額の適正な額を検討するとともに、大型備品の

購入に充てる部分については、基金を設ける等、期末に向けて助言・指導してまい

ります。 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

◆市長部局 市民生活部 人権室（旧：市長部局 生涯学習部 人権啓発室）  

 

【人権室】 

監査委員 指摘事項 

(７)ヒューネット裁判の損害賠償金について  

市は、いわゆるヒューネット裁判による損害賠償金２４,４７８,０６３ 

円について平成２５年３月２５日に調定を行い、これに基づいて関係者 

に対し損害賠償金を請求されている。 

しかしながら、市は平成２５年３月２９日にはすでに収入済であった 

１０,０００円を除く２４,４６８,０６３円の調定を減額している。市 

の会計規則第１４条は、「調定をした後において、当該調定をした金額を変更 

しなければならないときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額または減少額 

に相当する金額について調定をしなければならない。」と規定するが、本件に 

ついては調定の減額を行うべき事由は発生していない。そしてこの調定 

の減額によって、平成２４年度および平成２５年度の決算書に収入未済額が表記 

されないという不合理な結果が生じている。 

決算書の機能の一つには、市の収入未済額や滞納債権の状況をありのままに表 

 示して、市民に説明するという重要な役割がある。 

今後はこのような処理が行われることがないように留意されるとともに正しい 

決算表示がなされるよう、適切な対応を願いたい。 

 

 人権室 措置状況 

 
大東市会計規則等に従い、市として適正に対応してまいります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【人権室】 

監査委員 指摘事項 

(８)北河内人権啓発推進協議会について  

市は、北河内７市で組織される北河内人権啓発推進協議会に毎年２５万円の負 

担金を支出し、協議会の構成市として北河内地域全体の人権啓発の推進に取り組 

まれている。 

協議会の事業内容を確認すると、総会時合同研修、トップ研修、前期７市市民 

啓発事業、後期７市市民啓発事業、役員・事務局現地研修、行政職員研修や啓発 

冊子の刊行等の事業が行われていた。 

しかしながら、これらの事業は各市の輪番による担当制となっていて、北河内 

全体で事業を企画し、実施する取り組みはなくなってきている。現状では、各市 

が縦割りで企画する事業に協議会の予算から経費を支出するという財源配分機能 

が主たる役割となっていて、北河内の各市が一体となって北河内地域全体の人権 

啓発を進めようとする、広域的な人権啓発団体としての本来の機能が低下してい 

る。 

協議会結成の趣旨に立ち返り、北河内７市がともに考え、ともに汗を流して、 

北河内地域全体の人権意識の高揚を図れるよう、組織や事業の活性化について働 

きかけて頂きたい。 

 

 人権室 措置状況 

事業の活性化のため、北河内７市の人権担当課長会議に課題を提起し、議論を 
進めることができるように働きかけてまいります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【人権室】 

監査委員 指摘事項 

(９)人権啓発ネットワーク大東について 

 ヒューネット裁判の判決の影響を受けて、平成２４年７月に大東市人権教育啓 

発推進協議会(以下「ヒューネットだいとう」という。)が解散するに至ったが、 

人権啓発の推進には市民の力が不可欠であることから、平成２５年４月に新たな 

組織として「人権啓発ネットワーク大東」が創設された。 

 しかしながら、ヒューネットだいとうに集い、真摯に啓発に関わって頂いた多 

くの市民が、啓発活動から離れ距離を置く状態が続いている。この結果、新組織 

である人権啓発ネットワーク大東の活動には、以前のような賑わいや活気が見ら 

れない。 

 市民主体の人権啓発が進んでいくためには、市民一人ひとりが持つ人権意識が 

啓発活動に参加することによって高まり、また知識や経験によって深まり、そし 

てその市民が地域社会で活躍することよって広まりが期待できる。 

事務局である市におかれても、これまで人権に関わって頂いた多くの市民に再 

び関わりを持って頂き、また新たな市民の参加が促されるように、組織運営や事 

業の活性化に尚一層の努力を傾けて頂きたい。  

 

 人権室 措置状況 

組織の運営に関しては、会員が主体となって組織を強化し、これらの課題につい

て議論を深めるように会議を定例的に開催するように進めてまいります。 

また、事業の活性化については、多くの市民・会員が関わって啓発活動を進めら

れるように、支援してまいります。 

 
 


